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制
度
の
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知
ら
せ

①
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

■保険料率が変わります
令和２・３年度（改定後） 平成30・31年度（改定前）

均等割 52,048円 50,205円
所得割 （所得－33万円）×10.98％ （所得－33万円）×10.59％
賦課限度額 64万円 62万円

■保険料の軽減について【2割・5割軽減の範囲が拡大されます】

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
（改定後）

軽減割合
（改定前）

33万円（かつ、被保険者全員が所得０円）
※年金収入のみの場合、受給額80万円以下 7割軽減 8割軽減

33万円 7.75割軽減 8.5割軽減
33万円＋（28万5千円×世帯の被保険者数） 5割軽減

2割軽減33万円＋（52万円×世帯の被保険者数）

②
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
通
知
書
を

郵
送
し
ま
す

令
和
2
年
度
分
の
納
入
通
知
書
を
、
6
月
中
旬

に
郵
送
し
ま
す
の
で
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ

さ
い

③
「
被
保
険
者
証
と
減
額
認
定
証
・
限
度
額
認

定
証
」
を
簡
易
書
留
で
送
付
希
望
の
方
へ

8
月
1
日
か
ら
使
用
す
る
被
保
険
者
証
と
減
額

認
定
証
等
（
該
当
者
の
み
）
を
、
7
月
下
旬
ま

で
に
被
保
険
者
へ
送
付
し
ま
す
。
簡
易
書
留
で

の
送
付
を
希
望
す
る
方
は
申
し
込
み
く
だ
さ
い

 

申
し
込
み
方
法 

7
月
1
日
㈬
ま
で
に
直
接
ま
た

は
は
が
き
、
封
書
（
必
着
）
で
「
簡
易
書
留
希

望
」
と
明
記
し
、
住
所
、
被
保
険
者
氏
名
（
世

帯
に
複
数
い
る
場
合
は
全
員
）、
電
話
番
号
を

記
入
し
保
険
年
金
課
総
務
係
へ
郵
送
し
て
く
だ

さ
い　

※
簡
易
書
留
郵
便
は
受
け
取
り
の
際
に

受
領
印
が
必
要
で
す
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市
民
後
見
人
養
成
講
座

A
7
月
1
日
㈬
〜
29
日
㈬　

毎
週
水
曜
日　

計

5
回　

9
時
30
分
〜
17
時　

※
別
途
実
習
有
り

B
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

C
25
歳
以
上
で
、こ
れ
ま
で
に
未
成
年
後
見
人
・

成
年
後
見
人
・
保
佐
人
・
補
助
人
を
解
任
さ
れ

た
こ
と
が
な
く
、
破
産
し
て
い
な
い
方

F
50
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申
し
込
み
順

H
I
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
（
L
で
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）
ま
た
は
市
総
合
福
祉
課
で
配
布
の

申
込
書
を
6
月
29
日
㈪
ま
で
に
直
接
ま
た
は
郵

送
（
必
着
）
で　

※
事
前
説
明
会
は
6
月
12
日

㈮　

13
時
30
分
〜
15
時
に
電
話
で　
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